
建設業の許可の取り消し処分の公告

この公告は、建設業法の規定に基づき掲載しているものですが、不法行為等に起因した監督処分としての許可の取り消しとは主旨が異なります。

公告日 処分年月日
処分を受けた者の
商号又は名称

主たる営業所の所在地 申請者の氏名 許可番号 処分の内容 処分の原因となった事実 掲載期間

1 令和8年4月6日 令和8年2月3日 株式会社緑化計画 埼玉県飯能市仲町１７－８ 諸井　宏益 国土交通大臣（般-2）第23931号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（建築工事業に関する一般建設業許可）

令和8年2月3日付けで建設業法第12条の規定により一
般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

2 令和8年4月6日 令和8年2月20日
三菱電機冷熱機器
販売株式会社

東京都千代田区神田駿河台２－３－１１ 杉本　修 国土交通大臣（特-7）第18666号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し

（管工事業に関する特定建設業許可）

令和8年2月20日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

3 令和8年4月6日 令和8年3月6日 小野防水株式会社 茨城県石岡市谷向町４－２５ 牛村　清美 国土交通大臣（般-3）第15165号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（土木工事業に関する一般建設業許可）

令和8年3月6日付けで建設業法第12条の規定により一
般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

4 令和8年4月6日 令和8年3月13日 セノー株式会社 千葉県松戸市松飛台２５０ 香山　信哉 国土交通大臣（般・特-6）第494号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（舗装工事業に関する一般建設業許可）

令和8年3月13日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

5 令和8年4月6日 令和8年3月16日
ダイヤリックス株式

会社
東京都千代田区丸の内１－１－１ 中田　真一 国土交通大臣（特-4）第10081号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（土木工事業　建築工事業　大工工事業　左官工事業　と
び・土工工事業　石工事業　屋根工事業　管工事業　タイル・
れんが・ブロツク工事業　鋼構造物工事業　舗装工事業　ガ
ラス工事業　塗装工事業　防水工事業　内装仕上工事業　建
具工事業　水道施設工事業　解体工事業に関する特定建設

業許可）

令和8年3月16日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

6 令和8年4月6日 令和8年3月16日
株式会社メジャーシ

ステム
埼玉県さいたま市岩槻区真福寺２９６－

２
丸山　正 国土交通大臣（般-7）第20998号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（とび・土工工事業に関する一般建設業許可）

令和8年3月16日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

7 令和8年4月6日
令和7年10月30

日
大木工業株式会社 埼玉県新座市本多１－１０－２５ 中田　勉 国土交通大臣（般・特-6）第20930号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（管工事業に関する一般建設業許可）

令和7年10月30日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

以上


